
公益財団法人日本ゴルフ協会 報奨金規程 

一部改訂 令和 5 年 12 月 13 日 

(目的) 

第 1 条 この規程は、パリ 2024 オリンピックゴルフ競技大会において、好成績をあげ活躍した

日本代表選手に対し、報奨金を授与することについて必要な事項を定めるもの とする。 

(対象) 

第 2 条 対象となるのは、パリ 2024 オリンピックゴルフ競技大会において、メダルを獲得した

日本代表選手とする。 

(金額) 

第 3 条 一人あたりの報奨金額は以下のとおりとする。 

１.優勝(金メダル)2,000 万円 

２.(銀メダル)1,000 万円 

３.(銅メダル)600 万円 

(申し込みの方法) 

第 4 条 報奨金の交付を受けようとする者は、所定の報奨金支給申し込み書に必要書類を 添えて、

公益財団法人日本ゴルフ協会に申し込む。なお、申し込みは、パリ 2024 オリンピックゴ

ルフ競技大会終了後 90 日までできるものとする。 

(付則) この規程は、2020 年 12 月 17 日より施行する。 


